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令和６年度診療報酬改定について（案） 

 

令和５年 1 2 月 1 3 日 

中央社会保険医療協議会 

 

本協議会は、医療経済実態調査の結果、薬価調査及び材料価格調査の結果等を踏

まえつつ、令和６年度診療報酬改定について審議を行ってきたところであるが、そ

の結果を下記のとおり整理したので、厚生労働大臣に意見を申し述べる。 

 

記 

 

１．医療経済実態調査の結果について 

○ 本協議会は、医業経営の実態等を明らかにし、診療報酬に関する基礎資料を

整備することを目的として、第 24 回医療経済実態調査を実施し、その結果等に

ついて検討した。 

 

２．薬価調査及び材料価格調査の結果について 

○ 薬価調査の速報値による薬価の平均乖離率は約 6.0％、材料価格調査の速報値

による特定保険医療材料価格の平均乖離率は約 2.5％であった。 

 

３．令和６年度診療報酬改定について 

○ 我が国の医療については、人口減少・少子高齢化が進展するとともに、人生

100 年時代に向けた「全世代型社会保障」の構築が求められる中で、世界に冠た

る国民皆保険を堅持し、あらゆる世代の国民一人一人が安全・安心で効率的・

効果的な質の高い医療を受けられるようにすることが必要である。また、医療

を取り巻く環境の変化や多様な国民のニーズに柔軟に対応することが重要であ

る。 

 

○ 社会保障審議会医療保険部会及び医療部会において取りまとめられた「令和

６年度診療報酬改定の基本方針」（以下「基本方針」という。）では、現下の雇

用情勢も踏まえた人材確保・働き方改革等の推進、ポスト 2025 を見据えた地域

包括ケアシステムの深化・推進や医療ＤＸを含めた医療機能の分化・強化、連

携の推進、安心・安全で質の高い医療の推進を行いつつ、効率化・適正化を通

じた医療保険制度の安定性・持続可能性の向上を図ることとされた。 

 

○ 本協議会は、この基本方針に基づき、全ての国民が質の高い医療を受け続け

るために必要な取組についての協議を真摯に進めていく。こうした基本認識に
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ついては、支払側委員と診療側委員の意見の一致をみた。 

 

○ しかし、このような基本認識の下で、どのように令和６年度診療報酬改定に

臨むべきかについては、次のような意見の相違が見られた。 

 

○ まず、支払側の意見は次のとおり。令和４年度改定で見込んでいた適正化効

果を達成できない中、過去最高の 46 兆円にまで拡大した医療費は、足元でコロ

ナ禍前を凌ぐ大幅な伸びを示すとともに、今後の人口構造の変化により更なる

増加が見込まれる。医療経済実態調査によれば、損益差額の観点からは、一般

病院は新型コロナウイルス関連の補助金を含めれば 1.4%の黒字、一般診療所も

黒字が拡大している。また、資産・負債の観点からも、長期借入金をはじめと

する固定負債が減少して資本が増加しており、一般診療所を中心に医療機関・

薬局の経営は堅調といえる。賃金、物価の動向を考慮しつつも、限界に近い状

況にある医療保険制度の持続可能性を確保するため、医療の質を担保しつつ、

効率化や適正化の取組が極めて重要である。令和６年度診療報酬改定において

は、患者の負担増や保険料の上昇に直結する安易な診療報酬の引き上げを行う

環境にはなく、医療人材の連携促進や看護職員等の医療従事者の処遇改善とい

った重要事項については、診療報酬と補助金・交付金との役割分担の整理・効

果検証を踏まえた大胆な配分の見直しにより実現を図るなど、真に有効でメリ

ハリの効いた診療報酬改定が不可欠である。また、薬価・材料価格改定につい

ては、革新的新薬等のイノベーションへの十分な配慮、後発医薬品等の安定供

給の確保を着実に進めるとともに、市場実勢価格の低下に伴う引き下げ分を国

民に還元すべきである。 

 

○ これに対し、診療側の意見は次のとおり。令和６年度の診療報酬改定は、政

府の重要政策とされる医療従事者の賃上げ、及び現下の食材料費、光熱費をは

じめとする物価高騰という極めて異例の状況に対応できる改定でなければなら

ず、従来以上の大幅なプラス改定が求められているところであり、議論に当た

っては、コロナ禍における診療報酬上の特例やコロナ補助金の影響を除いた上

で行うべきである。個別の論点については、医療従事者の賃金引き上げによる

人材確保の原資の確実な担保、良質な食事の提供を継続するため、約 30 年間据

え置かれている入院中の食事療養費についての対応、医療従事者の負担軽減・

医師等の働き方改革の推進に関して現場に有効に活用されるような見直しと評

価の継続、医療の質向上・効率化につながるＩＣＴ活用や医療の高度化への対

応が必要である。令和６年度診療報酬改定については、国民の安心・安全を守

るために医療の質を向上させる取組を進める中で、過去数年の改定とは明らか

に異なる状況である物価高騰、賃金上昇への対応や、医療ＤＸ対応に向けた環
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境整備の必要性も踏まえ、薬価改定により生じる財源を診療報酬に充当するな

ど十分な財源を確保することで、乗り切るべきである。 

 

○ 本協議会は、社会保険医療協議会法でその組織構成や、審議・答申事項等を

法定されており、医療保険制度を構成する当事者である支払側委員と診療側委

員、そして公益委員が、医療の実態や医療保険財政等の状況を十分考慮しつつ、

診療報酬改定の責任を果たしてきた。診療報酬改定は、基本方針に沿って、診

療報酬本体、薬価及び特定保険医療材料価格の改定を一体的に実施することに

より、国民・患者が望む安心・安全で質の高い医療を受けられるよう、医療費

の適切な配分を行うものである。そのために、本協議会においては、これまで

も医療制度全体を見渡す幅広い観点から、膨大な時間を費やしデータに基づい

た真摯な議論を積み重ね、診療報酬改定に取り組んできており、これからもそ

のように取り組み続けていく。 

 

○ 厚生労働大臣におかれては、これまでの本協議会の議論を踏まえ、令和６年

度予算編成に当たって、診療報酬改定に係る改定率の設定に関し適切な対応を

求めるものである。 

 

○ また、新興感染症への対応をはじめ、医療機能の分化・強化・連携、保健・

医療・福祉の更なる連携、医療従事者の働き方改革や処遇改善、地域・職域等

における予防・健康づくりの取組、費用対効果、新しい医療技術など、我が国

の医療に関する様々なテーマに対応するため、診療報酬のみならず、補助金、

税制、制度改革など、幅広い施策を組み合わせて講じていくことが重要である。

その際、施策の成果や健康への影響等をデータやエビデンスに基づいて正確・

迅速に把握・検証し、更なる施策の見直しに役立てるという姿勢を強める必要

があり、そのための人材・体制の充実が望まれる。 

 

○ さらに、国民一人一人が医療提供施設の機能に応じ、適切に医療を選択し受

けるよう努めることも重要である。医療が高度化し、制度が複雑化する中でも、

できるだけ仕組みを分かりやすくし、患者の主体的な選択を可能とする医療の

質を含めた情報提供を行うなど、国民の理解を一層深める工夫についても配慮

が行われるよう望むものである。 

 


